
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　規

　則 

○
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                          

四
一 

　告

　示 

○
公
印
を
改
刻
し
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
件                                          

四
一 

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件                                                      

四
二 

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
二
件                                                

四
二 

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
二
件                                                

四
二 

○
河
川
法
施
行
令
第
十
六
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
水
域
及
び
通
航
方
法
を
指 

　定
す
る
件                                                                  

四
三 

○
土
地
区
画
整
理
法
に
よ
り
換
地
処
分
を
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件                        

四
七 

　公

　告 

○
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
件                                                  

四
七 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

規

　
　則 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　
 

福
島
県
規
則
第
三
号 

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
福
島
県
規
則
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

　別
表
第
二
の
一
の
表
福
島
県
営
対
馬
館
団
地
の
項
中
「
十
二
号
室
か
ら
十
七
号
室
ま
で
」
を
「
十
二

号
室
か
ら
十
五
号
室
ま
で
、
十
七
号
室
」
に
改
め
、
「
、
十
四
号
室
、
十
六
号
室
」
を
削
り
、
「
九
号

棟
」
の
下
に
「
の
一
号
室
、
三
号
室
、
七
号
室
、
八
号
室
、
十
一
号
室
及
び
十
二
号
室
」
を
、
「
十
号

棟
」
の
下
に
「
の
七
号
室
、
二
十
一
号
室
及
び
二
十
三
号
室
」
を
、
「
十
号
室
、
十
一
号
室
」
の
下
に

「
、
十
六
号
室
」
を
加
え
、
「
十
五
号
室
、
十
七
号
室
、
十
八
号
室
及
び
二
十
四
号
室
」
を
「
十
四
号

室
か
ら
十
八
号
室
及
び
二
十
四
号
室
、
九
号
棟
の
二
号
室
、
四
号
室
か
ら
六
号
室
ま
で
、
九
号
室
、
十

号
室
及
び
十
三
号
室
か
ら
十
六
号
室
ま
で
、
十
号
棟
の
一
号
室
か
ら
六
号
室
ま
で
、
八
号
室
か
ら
二
十

号
室
ま
で
、
二
十
二
号
室
及
び
二
十
四
号
室
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

　こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
建
築
住
宅
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
五
十
号 

公
印
を
次
の
よ
う
に
改
刻
し
、
令
和
六
年
二
月
一
日
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
。 

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　職
印 

 

番

　号

公

　印

　の

　名

　称

印

　
　
　
　
　
　影

公

　印

　管

　理

　者

 

 
 

 
 

 
 

 

福
島
県
知
事
印
（
福
島
県
相 

福
島
県
相
双
建
設
事
務
所 

 
 

 

10の7 

双
建
設
事
務
所
用
）

　
　
　

 

長

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
長

福
島
県
相
双
建
設
事
務
所 

 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

長

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
  20

 
 

 
 

福
島
県
い
わ
き
農
林
事
務
所

福
島
県
い
わ
き
農
林
事
務

長
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所
長

　
　
　
　
　
　
　
　

 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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（
文
書
法
務
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
五
十
一
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。 

　
　令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　保
安
林
の
所
在
場
所 

南
相
馬
市
小
高
区
塚
原
字
白
金
田
三
〇
九
の
一
、
三
〇
九
の
二
、
三
一
〇
か
ら
三
一
四
ま
で
、
三

一
五
の
一
、
三
一
六
の
一
、
三
一
七
の
一
、
三
一
八
の
一
、
字
八
重
生
一
〇
二
か
ら
一
一
三
ま
で
、

一
一
四
の
一
か
ら
一
一
四
の
三
ま
で
、
一
一
五
、
一
一
六
、
一
一
七
の
一
、
字
一
町
田
一
〇
六
、
一

〇
七
の
一 

二

　指
定
の
目
的 

潮
害
の
防
備 

三

　指
定
施
業
要
件 

１

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

㈡

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
相
馬
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

２

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
南
相
馬
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
五
十
二
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
六
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
小
野

双
葉
郡
川
内
村
大
字
上
川

変
更
前

　

 

Ａ

　
　六
・
一
～

一
、
三
七
八
・
一 

富
岡
線

　
内
字
緑
七
番
一
地
先
か
ら 

 

　
　
　三
〇
・
一 

 

同

　郡
同

　村
大
字
下
川

 

Ｂ

　一
一
・
八
～

一
、
四
四
〇
・
〇 

内
字
宮
ノ
下
五
九
番
三
地

　
　
　四
六
・
〇

先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

 

変
更
後

　

 

Ａ

　
　六
・
一
～

一
、
三
七
八
・
一 

　
　
　三
〇
・
一 

 

Ｂ

　一
一
・
八
～

一
、
四
四
〇
・
〇

　
　
　四
六
・
〇

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
五
十
三
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
六
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。 

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

双
葉
郡
川
内
村
大
字
下
川

変
更
前

　

 

Ａ

　
　六
・
一
～

一
、
三
七
八
・
一 

三
九
九
号

内
字
宮
ノ
下
五
九
番
三
地

 

　
　
　三
〇
・
一 

 

先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　

 
 

Ｂ

　一
一
・
八
～ 

一
、
四
四
〇
・
〇 

同

　郡
同

　村
大
字
上
川 

　
　
　四
六
・
〇

内
字
高
山
五
〇
七
番
地
先

ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

 

変
更
後

　
Ａ

　
　六
・
一
～

一
、
三
七
八
・
一 

　
　
　三
〇
・
一 

 

Ｂ

　一
一
・
八
～ 

一
、
四
四
〇
・
〇

　
　
　四
六
・
〇

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
五
十
四
号 

　道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
令
和
六
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 
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令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

路

　
　
　線

　
　
　名

供

用

開

始

の

区

間

供

用
開

始
の

期

日

県
道
小
野
富
岡
線

　
　
双
葉
郡
川
内
村
大
字
下
川
内
字
宮
渡
五

令
和
六
年
一
月
二
六
日

　

〇
二
番
二
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　

同

　郡
同

　村
大
字
下
川
内
字
宮
渡
五

八
番
一
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
五
十
五
号 

　道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
令
和
六
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

路

　
　
　線

　
　
　名

供

用

開

始

の

区

間

供
用

開

始
の

期

日

一
般
国
道
三
九
九
号

　
双
葉
郡
川
内
村
大
字
下
川
内
字
宮
渡
四

令
和
六
年
一
月
二
六
日

　

九
番
一
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

同

　郡
同

　村
大
字
下
川
内
字
宮
渡
五

二
九
番
二
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
五
十
六
号 

　一
級
河
川
阿
賀
野
川
水
系
猪
苗
代
湖
に
つ
い
て
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）

第
十
六
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
水
域
及
び
通
航
方
法
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
、
令
和
六
年
七
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　水
域 

本
告
示
を
適
用
す
る
区
域
（
以
下
「
通
航
方
法
指
定
区
域
」
と
い
う
。
）
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

水
系
名

　
　河
川
名

　
　水
域 

阿
賀
野
川

　猪
苗
代
湖

　河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
一
級
河
川
に
指
定
さ
れ
た
猪
苗
代
湖
の
区
域
で
あ
っ
て
別

紙
図
面
に
緑
色
で
着
色
し
た
部
分 

二

　通
航
方
法 

一
級
河
川
阿
賀
野
川
水
系
猪
苗
代
湖
の
通
航
方
法
指
定
区
域
に
お
け
る
船
舶
等
の
通
航
方
法
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
目
的
） 

第
一
条

　こ
の
通
航
方
法
は
、
一
級
河
川
阿
賀
野
川
水
系
猪
苗
代
湖
の
通
航
方
法
指
定
区
域
に
お
い
て
、

船
舶
等
の
安
全
な
通
航
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
河
川
管
理
上
の
秩
序
あ
る
河
川
使
用
の
調
整
及
び

河
川
環
境
の
保
全
等
を
図
る
た
め
、
河
川
工
事
若
し
く
は
河
川
管
理
施
設
の
操
作
に
支
障
が
生
じ
、

又
は
他
の
河
川
の
使
用
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
し
、
も
っ
て
河
川
舟
運
の
促
進
を
図
る

と
と
も
に
適
正
な
河
川
管
理
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
用
語
の
定
義
） 

第
二
条

　こ
の
通
航
方
法
に
お
い
て
、
用
語
の
定
義
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一

　「
船
舶
」
と
は
、
通
航
の
用
に
供
す
る
船
舟
類
（
ウ
イ
ン
ド
サ
ー
フ
ィ
ン
を
含
む
。
）
を
い
う
。 

二

　「
船
舶
等
」
と
は
、
船
舶
及
び
い
か
だ
を
い
う
。 

三

　「
動
力
船
」
と
は
、
機
関
を
用
い
て
推
進
す
る
船
舶
（
機
関
の
ほ
か
帆
を
用
い
て
推
進
す
る
船

舶
で
あ
っ
て
帆
の
み
を
用
い
て
推
進
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。 

四

　「
非
動
力
船
」
と
は
、
動
力
船
以
外
の
船
舶
を
い
う
。 

五

　「
漁
業
に
従
事
し
て
い
る
船
舶
」
と
は
、
漁
業
権
の
行
使
に
係
わ
る
漁
業
活
動
を
お
こ
な
っ
て

い
る
船
舶
で
あ
り
、
船
舶
の
操
縦
性
能
を
制
限
す
る
網
、
な
わ
そ
の
他
の
漁
具
を
用
い
て
漁
ろ
う

し
て
い
る
船
舶
を
い
う
。 

六

　「
作
業
船
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
操
縦
性
能
を
制
限
す
る
作
業
に
従
事
し
て
い
る
た
め
他
の
船

舶
等
の
進
路
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
船
舶
を
い
う
。 

ア

　河
川
工
事
、
通
航
標
識
等
の
敷
設
、
保
守
又
は
引
揚
げ
に
係
わ
る
作
業 

イ

　し
ゅ
ん
せ
つ
、
測
量
そ
の
他
の
水
中
作
業 

ウ

　水
面
清
掃
、
架
橋
工
事
等
の
水
面
上
の
作
業 

七

　「
運
転
不
自
由
船
」
と
は
、
船
舶
の
操
縦
性
能
を
制
限
す
る
故
障
そ
の
他
の
異
常
な
事
態
が
生

じ
て
い
る
た
め
他
の
船
舶
等
の
進
路
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
船
舶
を
い
う
。 

八

　「
特
殊
用
務
船
舶
」
と
は
、
河
川
管
理
者
の
業
務
に
使
用
す
る
船
舶
、
消
防
の
業
務
に
使
用
す

る
船
舶
、
警
察
の
業
務
に
使
用
す
る
船
舶
そ
の
他
河
川
管
理
者
が
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
も
の
と

し
て
申
請
に
基
づ
き
指
定
し
た
船
舶
を
い
う
。 

九

　「
通
航
方
法
制
限
区
域
」
と
は
、
通
航
方
法
指
定
区
域
の
う
ち
、
特
に
安
全
を
確
保
す
る
た
め

に
船
舶
等
の
通
航
方
法
を
よ
り
制
限
あ
る
い
は
禁
止
す
る
区
域
を
い
う
。 

十

　「
速
度
制
限
（
徐
行
・
減
速
）
」
と
は
、
操
縦
性
が
失
わ
れ
な
い
程
度
に
速
度
を
減
速
す
る
こ

と
を
い
う
。 

十
一

　「
非
動
力
船
の
原
則
進
入
禁
止
」
と
は
、
手
こ
ぎ
ボ
ー
ト
や
カ
ヌ
ー
、
ウ
ィ
ン
ド
サ
ー
フ
ィ

ン
な
ど
の
非
動
力
船
の
進
入
を
禁
止
す
る
こ
と
を
い
う
。 

十
二

　「
動
力
船
の
原
則
進
入
禁
止
」
と
は
、
水
上
オ
ー
ト
バ
イ
や
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
な
ど
の
動
力

船
の
進
入
を
禁
止
す
る
こ
と
を
い
う
。 

十
三

　「
急
発
進
、
急
加
速
、
急
転
回
の
禁
止
」
と
は
、
水
上
オ
ー
ト
バ
イ
や
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
な
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ど
の
動
力
船
が
急
発
進
、
急
加
速
、
急
転
回
す
る
な
ど
遊
戯
的
に
通
航
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
通

過
す
る
だ
け
の
通
航
を
認
め
る
こ
と
を
い
う
。 

十
四

　「
注
意
」
と
は
、
周
囲
に
対
し
て
注
意
を
怠
り
な
く
通
航
す
る
こ
と
を
い
う
。 

（
通
航
方
法
指
定
区
域
の
通
航
方
法
） 

第
三
条

　通
航
方
法
指
定
区
域
に
お
け
る
通
航
方
法
は
、
次
条
か
ら
第
十
二
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。 

（
運
転
不
自
由
船
の
措
置
） 

第
四
条

　運
転
不
自
由
船
は
、
運
転
不
自
由
に
至
っ
た
と
き
に
速
や
か
に
停
泊
又
は
係
留
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
動
力
船
の
通
航
方
法
） 

第
五
条

　動
力
船
は
、
通
航
又
は
船
着
場
等
へ
の
接
岸
に
あ
た
っ
て
は
、
接
触
又
は
航
走
波
に
よ
る
次

に
掲
げ
る
支
障
を
与
え
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一

　す
れ
違
い
そ
の
他
の
通
航
等
に
お
け
る
他
の
船
舶
等
の
通
航
へ
の
著
し
い
支
障 

二

　漁
業
、
ボ
ー
ト
こ
ぎ
、
釣
り
、
水
遊
び
そ
の
他
の
河
川
の
使
用
へ
の
著
し
い
支
障 

三

　河
川
、
河
川
管
理
施
設
又
は
工
作
物
の
損
傷 

四

　河
川
内
の
工
事
へ
の
支
障 

五

　河
川
環
境
の
悪
化 

（
船
舶
が
輻
輳
す
る
場
所
を
通
航
す
る
動
力
船
の
通
航
方
法
） 

ふ
く
そ
う

第
六
条

　動
力
船
は
、
船
着
場
付
近
若
し
く
は
船
舶
等
の
輻
輳
す
る
場
所
を
通
航
し
、
又
は
他
の
船
舶

ふ
く
そ
う

等
に
接
近
し
た
時
は
、
速
度
制
限
（
徐
行
・
減
速
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
措
置
） 

第
七
条

　船
舶
等
の
衝
突
、
座
礁
、
沈
没
そ
の
他
の
事
故
を
起
こ
し
た
当
事
者
は
、
で
き
る
限
り
速
や

か
に
他
の
船
舶
等
の
通
航
を
妨
げ
な
い
よ
う
措
置
す
る
と
と
も
に
、
河
川
、
河
川
管
理
施
設
又
は
工

作
物
を
損
傷
し
、
若
し
く
は
汚
損
し
た
と
き
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
事
故
の
日
時
、
場

所
、
概
要
等
を
河
川
管
理
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
沈
没
船
舶
等
の
表
示
） 

第
八
条

　船
舶
等
そ
の
他
物
件
が
沈
没
し
て
他
の
船
舶
等
の
通
航
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
船
舶
等
又
は
そ
の
他
物
件
の
管
理
者
は
、
日
の
出
か
ら
日
没
ま
で
の
昼
間
は
紅
色
の

旗
を
掲
げ
、
日
没
か
ら
日
の
出
ま
で
の
夜
間
は
紅
色
の
灯
火
を
見
え
や
す
い
箇
所
に
掲
げ
る
等
そ
の

存
在
が
認
識
で
き
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
河
川
工
事
区
域
等
の
通
航
の
制
限
） 

第
九
条

　船
舶
等
は
、
黄
色
の
浮
標
で
明
示
し
た
河
川
内
の
工
事
の
区
域
を
通
航
し
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
工
事
に
係
る
船
舶
等
は
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
作
業
水
域
の
表
示
） 

第
十
条

　作
業
船
は
、
日
没
か
ら
日
の
出
ま
で
の
夜
間
、
作
業
し
て
い
る
場
所
を
探
照
灯
に
よ
り
照
射

す
る
等
作
業
中
で
あ
る
こ
と
が
認
識
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
特
殊
用
務
船
舶
の
特
例
） 

第
十
一
条

　船
舶
等
（
特
殊
用
務
船
舶
を
除
く
。
）
は
、
適
正
な
通
航
に
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
実
行

に
適
す
る
限
り
、
特
殊
用
務
船
舶
の
進
路
を
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
。 

２

　特
殊
用
務
船
舶
が
そ
の
用
務
を
行
う
た
め
、
や
む
を
得
な
い
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
五
条
、

第
九
条
、
第
十
条
及
び
第
十
四
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
特
殊
用

務
船
舶
は
、
そ
の
時
の
特
殊
な
状
況
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
る
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
特
殊
用
務
船
の
灯
火
の
表
示
） 

第
十
二
条

　特
殊
用
務
船
舶
は
、
そ
の
用
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
紅
色
の
警
告
灯

を
表
示
す
る
等
、
そ
の
用
務
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
認
識
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
適
用
除
外
） 

第
十
三
条

　人
命
救
助
、
事
故
回
避
に
関
わ
る
行
為
を
お
こ
な
う
時
は
、
第
六
条
、
第
九
条
及
び
第
十

四
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
時
の
状
況
に
よ
り
必
要
と

さ
れ
る
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
通
航
方
法
制
限
区
域
） 

第
十
四
条

　通
航
方
法
制
限
区
域
は
次
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
に
定
め
る
区
域
の
総
称
と
し
、
第
三
条

か
ら
第
十
三
条
に
規
定
す
る
通
航
方
法
に
よ
る
ほ
か
、
次
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
に
定
め
る
通
航
方

法
を
適
用
す
る
。 

（
動
力
船
航
行
区
域
） 

第
十
五
条

　動
力
船
航
行
区
域
は
別
表
第
一
に
示
す
水
域
と
し
、
速
度
制
限
（
徐
行
・
減
速
）
、
急
発

進
・
急
加
速
・
急
転
回
の
禁
止
、
非
動
力
船
の
原
則
進
入
禁
止
を
適
用
す
る
。 

２

　前
項
本
文
の
通
航
方
法
を
現
地
に
お
い
て
表
示
す
る
場
合
は
、
別
表
第
四
⑴
の
標
識
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。 

３

　第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
河
川
管
理
者
が
許
可
し
た
行
為
あ
る
い
は
、
漁
業
に
従
事
し
て

い
る
船
舶
又
は
作
業
船
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
す
る
。 

４

　第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
猪
苗
代
・
秋
元
非
出
資
漁
業
協
同
組
合
の
遊
漁
規
則
に
則
り
、

遊
漁
を
行
う
船
は
、
速
度
制
限
（
徐
行
・
減
速
）
、
急
発
進
・
急
加
速
・
急
転
回
の
禁
止
を
行
っ
た

上
で
、
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
す
る
。 

（
動
力
船
航
行
禁
止
区
域
） 

第
十
六
条

　動
力
船
航
行
禁
止
区
域
は
別
表
第
二
に
示
す
水
域
と
し
、
動
力
船
の
原
則
進
入
禁
止
を
適

用
す
る
。 

２

　前
項
本
文
の
通
航
方
法
を
現
地
に
お
い
て
表
示
す
る
場
合
は
、
別
表
第
四
⑵
の
標
識
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。 

３

　第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
河
川
管
理
者
が
許
可
し
た
行
為
あ
る
い
は
、
漁
業
に
従
事
し
て

い
る
船
舶
又
は
作
業
船
に
つ
い
て
は
、
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
す
る
。 

４

　第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
猪
苗
代
・
秋
元
非
出
資
漁
業
協
同
組
合
の
遊
漁
規
則
に
則
り
、

遊
漁
を
行
う
船
は
、
別
表
第
二
の
水
域
番
号
禁
７
か
ら
禁

ま
で
の
区
域
に
お
い
て
、
速
度
制
限
（
徐

21

行
・
減
速
）
、
急
発
進
・
急
加
速
・
急
転
回
の
禁
止
を
行
っ
た
上
で
、
七
月
か
ら
八
月
ま
で
の
期
間

を
除
き
、
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
す
る
。 

５

　遊
泳
者
及
び
プ
レ
ジ
ャ
ー
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
の
事
故
防
止
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
福
島
県

条
例
第
八
十
号
）
に
お
い
て
、
遊
泳
区
域
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
区
域
及
び
期
間
は
適

用
を
受
け
な
い
も
の
と
す
る
。 

（
動
力
船
航
行
禁
止
区
域
（
救
助
）
） 
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第
十
七
条

　動
力
船
航
行
禁
止
区
域
（
救
助
）
は
別
表
第
三
に
示
す
区
域
と
し
、
動
力
船
の
原
則
進
入

禁
止
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
人
命
救
助
、
事
故
回
避
に
関
わ
る
行
為
を
お
こ
な
う
動
力
船
が
い
る

場
合
は
、
当
該
動
力
船
が
優
先
し
て
航
行
す
る
区
域
と
す
る
。 

２

　前
項
本
文
の
通
航
方
法
を
現
地
に
お
い
て
表
示
す
る
場
合
は
、
別
表
第
四
⑶
の
標
識
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。 

３

　第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
河
川
管
理
者
が
許
可
し
た
行
為
あ
る
い
は
、
漁
業
に
従
事
し
て

い
る
船
舶
又
は
作
業
船
に
つ
い
て
は
、
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
す
る
。 

４

　第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
猪
苗
代
・
秋
元
非
出
資
漁
業
協
同
組
合
の
遊
漁
規
則
に
則
り
、

遊
漁
を
行
う
船
は
、
別
表
第
三
の
水
域
番
号
救
４
の
区
域
に
お
い
て
、
速
度
制
限
（
徐
行
・
減
速
）
、

急
発
進
・
急
加
速
・
急
転
回
の
禁
止
を
行
っ
た
上
で
、
七
月
か
ら
八
月
ま
で
の
期
間
を
除
き
、
適
用

を
受
け
な
い
も
の
と
す
る
。 

５

　遊
泳
者
及
び
プ
レ
ジ
ャ
ー
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
の
事
故
防
止
等
に
関
す
る
条
例
に
お
い
て
、
遊
泳
区

域
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
区
域
及
び
期
間
は
、
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
す
る
。 

附

　則 

　こ
の
通
航
方
法
は
、
水
面
利
用
や
河
川
環
境
の
状
況
の
変
化
等
を
適
切
に
反
映
で
き
る
よ
う
、
適
宜

そ
の
内
容
を
点
検
し
、
必
要
に
応
じ
て
速
や
か
に
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
際
、
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
関
係
の
市
、
町
、
水
面
利
用
者
等
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。 

別
表
第
一

　動
力
船
航
行
区
域 

水
域
番
号

水

　
　
　域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
翁
沢
字
浜
下
五
二
四
番
一
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

 

航
１

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
翁
沢
字
浜
下
五
二
四
番
二
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

 

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
青
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
翁
沢
字
不
動
堂
五
七
九
番
八
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　

 

航
２ 

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
翁
沢
字
長
浜
八
九
六
番
六
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

 

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
青
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
翁
沢
字
長
浜
九
二
三
番
三
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

 

航
３ 

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
翁
沢
字
長
浜
九
二
三
番
二
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

 

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
青
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
赤
井
字
屋
敷
六
三
番
二
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

航
４ 

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
赤
井
字
三
百
山
二
九
番
三
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

 

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
青
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟
字
諏
訪
山
一
番
五
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

航
５ 

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟
字
小
浜
一
〇
〇
一
番
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

 

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
青
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟
字
材
木
山
一
番
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

航
６ 

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟
字
材
木
山
一
番
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
青
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟
字
材
木
山
一
番
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

航
７ 

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟
字
海
向
山
一
番
二
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
青
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟
字
平
浜
一
三
番
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

航
８ 

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟
字
平
浜
一
三
番
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
青
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟
字
風
除
林
一
番
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

航
９ 

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟
字
風
除
林
一
番
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
青
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟
字
風
除
林
二
番
一
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

航

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟
字
浜
一
四
一
番
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

10

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
青
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

郡
山
市
湖
南
町
赤
津
字
鵜
作
七
七
八
六
番
二
四
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

航

郡
山
市
湖
南
町
赤
津
字
前
山
七
六
五
八
番
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

11

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
青
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

郡
山
市
湖
南
町
赤
津
字
銅
屋
沢
七
七
八
七
番
二
六
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

 

航

郡
山
市
湖
南
町
赤
津
字
銅
屋
沢
七
七
八
七
番
二
二
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

 

12

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
青
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

郡
山
市
湖
南
町
舟
津
字
舟
附
五
七
〇
四
番
一
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

航

郡
山
市
湖
南
町
舟
津
字
小
磯
四
八
一
四
番
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

13

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
青
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

郡
山
市
湖
南
町
浜
路
字
下
道
六
一
四
番
四
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
航

郡
山
市
湖
南
町
浜
路
字
下
道
六
一
四
番
四
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
14

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
青
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

郡
山
市
湖
南
町
浜
路
字
下
道
六
五
五
番
一
地
先
か
ら
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航

郡
山
市
湖
南
町
浜
路
字
下
道
六
五
五
番
一
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

15

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
青
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
表
第
二

　動
力
船
航
行
禁
止
区
域 

水
域
番
号

水

　
　
　域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
山
潟
字
五
万
堂
四
四
六
二
番
一
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　

 

禁
１

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
山
潟
字
船
附
場
七
番
四
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
赤
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
壺
楊
字
浜
一
三
〇
番
二
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

禁
２

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
壺
楊
字
浜
一
三
〇
番
一
六
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

 

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
赤
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
壺
楊
字
浜
一
三
〇
番
三
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

禁
３

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
壺
楊
字
南
浜
一
二
八
番
八
一
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

 

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
赤
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
壺
楊
字
南
浜
一
二
八
番
八
一
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　

 

禁
４

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
壺
楊
字
南
浜
一
二
八
番
二
〇
七
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　

 

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
赤
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
中
小
松
字
西
浜
甲
一
六
一
四
番
一
四
〇
地
先
か
ら

　
　
　

 

禁
５

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
中
小
松
字
西
浜
甲
一
六
二
一
番
八
地
先
ま
で

　
　
　
　
　

 

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
赤
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
中
小
松
字
西
浜
甲
一
六
二
一
番
八
地
先
か
ら

　
　
　
　
　

 

禁
６

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
中
小
松
字
四
百
苅
乙
一
九
五
九
番
一
地
先
ま
で

　
　
　
　

 

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
赤
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
翁
沢
字
浜
下
五
二
四
番
二
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

 

禁
７

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
翁
沢
字
浜
下
五
二
四
番
二
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

 

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
赤
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
翁
沢
字
浜
下
五
二
四
番
二
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

 

禁
８

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
翁
沢
字
浜
道
五
一
八
番
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
赤
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
翁
沢
字
長
浜
八
九
六
番
六
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

 

禁
９

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
翁
沢
字
長
浜
八
七
二
番
一
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

 

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
赤
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
翁
沢
字
長
浜
八
七
五
番
一
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

 

禁

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
翁
沢
字
長
浜
九
二
三
番
三
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

 

10

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
赤
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
翁
沢
字
竹
ヶ
袋
一
四
一
二
番
一
二
地
先
か
ら

　
　
　
　
　

 

禁

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
赤
井
字
笹
山
原
四
〇
九
番
一
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

 

11

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
赤
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
赤
井
字
材
木
山
一
番
二
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

禁

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
赤
井
字
屋
敷
六
三
番
二
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

12

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
赤
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
藤
ケ
崎
一
番
二
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

禁

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟
字
諏
訪
山
一
二
番
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

13

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
赤
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟
字
小
浜
一
〇
〇
一
番
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

 

禁

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟
字
材
木
山
一
番
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

14

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
赤
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟
字
平
浜
一
一
九
番
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

禁

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟
字
平
浜
一
三
番
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

15

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
赤
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟
字
平
浜
一
三
番
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

禁

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟
字
風
除
林
一
番
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

16

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
赤
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟
字
風
除
林
一
番
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

禁

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟
字
風
除
林
二
番
一
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
17

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
赤
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟
字
浜
一
四
一
番
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

禁

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
平
潟
字
砂
浜
七
番
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

18

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
赤
色
で
着
色
し
た
部
分
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郡
山
市
湖
南
町
赤
津
字
銅
屋
沢
七
七
八
七
番
二
二
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

 

禁

郡
山
市
湖
南
町
福
良
字
島
三
六
〇
七
番
二
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

19

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
赤
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
郡
山
市
湖
南
町
舟
津
字
小
磯
四
八
一
四
番
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

禁

郡
山
市
湖
南
町
浜
路
字
下
道
六
一
四
番
四
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

20

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
赤
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

郡
山
市
湖
南
町
浜
路
字
下
道
六
一
四
番
四
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

禁

郡
山
市
湖
南
町
浜
路
字
下
道
六
五
五
番
一
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

21

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
赤
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
表
第
三

　動
力
船
航
行
禁
止
区
域
（
救
助
） 

水
域
番
号

水

　
　
　域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
壺
楊
字
浜
一
三
〇
番
一
六
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

 

救
１

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
壺
楊
字
浜
一
三
〇
番
三
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
黄
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
壺
楊
字
南
浜
一
二
八
番
八
一
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　

 

救
２

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
壺
楊
字
南
浜
一
二
八
番
八
一
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

 

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
黄
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
中
小
松
字
西
浜
甲
一
六
二
一
番
八
地
先
か
ら

　
　
　
　
　

 

救
３

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
中
小
松
字
西
浜
甲
一
六
二
一
番
八
地
先
ま
で

　
　
　
　
　

 

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
黄
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
翁
沢
字
長
浜
八
七
二
番
一
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

 

救
４

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
翁
沢
字
長
浜
八
七
五
番
一
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

 

の
区
域
で
あ
っ
て
別
紙
図
面
に
黄
色
で
着
色
し
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
表
第
四

　河
川
通
航
標
識 

現
地
に
お
い
て
表
示
す
る
場
合
の
標
識
は
別
紙
図
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
「
別
紙
図
面
」
及
び
「
別
紙
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
図
を
福
島
県
土
木
部
河
川
計
画

課
、
県
中
建
設
事
務
所
、
会
津
若
松
建
設
事
務
所
及
び
喜
多
方
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。
） 

（
河
川
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
五
十
七
号 

　土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
会
津

若
松
市
か
ら
会
津
都
市
計
画
事
業
扇
町
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
換
地
処
分
を
し
た
旨
届
出
が
あ
っ

た
。 

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
） 
 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

公
告
第
十
五
号 

　水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
木
戸

川
に
係
る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び

浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
浸
水
の
継
続
時
間
並
び
に
水
防
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令

第
四
十
四
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
計
画
降
雨
に
よ
り
当
該
河
川
が
氾
濫
し
た
場
合
に
浸
水
が

想
定
さ
れ
る
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
。 

　こ
の
指
定
に
係
る
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
河
川
整
備
課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事

務
所
企
画
管
理
部
管
理
課
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

（
河
川
整
備
課
） 
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